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施 策 要 覧 
 

※この表は施策の対象者である場合は○印を付してあります。 

ただし，制度が年齢，所得状況，当該施策における障害程度審査等により対象 

とならない場合もあります。 

事業種別 相談 医 療 の 給 付 等 手 当 ， 年 金 等 在 宅 福 祉 サ ー ビ ス 

障

害

種

別 

事

業

名 

障
害
者
相
談
員 

発
達
相
談
員 

自
立
支
援
医
療(

更
生
医
療)

の
給
付 

自
立
支
援
医
療(

育
成
医
療)

の
給
付 

障
害
者
自
立
支
援
医
療 

特
別
対
策
費
の
給
付 

自
立
支
援
医
療(

精
神
通
院
医
療)

の
給
付 

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給
制
度 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

重
度
障
害
老
人
健
康
管
理
費
支
給
制
度 

障
害
基
礎
年
金 

特
別
障
害
者
手
当 

障
害
児
福
祉
手
当 

外
国
籍
市
民
重
度
障
害
者
特
別
給
付
金 

特
別
児
童
扶
養
手
当 

児
童
扶
養
手
当 

特
別
障
害
給
付
金 

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度 

生
活
福
祉
資
金
の
貸
付 

京
都
市
高
校
修
学
支
援
奨
学
金 

居
宅
介
護
等 

移
動
支
援 

手
話
通
訳
者
の
派
遣 

要
約
筆
記
者
の
派
遣 

中
途
失
明
者
生
活
指
導
員
派
遣 

短
期
入
所 

心
身
障
害
者
通
所
援
護
事
業 

精
神
障
害
者
通
所
訓
練
事
業 

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス(

障
害
児
通
園
事
業)

 

通
所
サ
ー
ビ
ス 

訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス 

等

級 

視 

覚 

障 

害 

１ ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○ 一部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

(
 

(
   ○ 

(
 ○  

(
 

(
 

(
 

２ ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○ 一部 一部 ○ 一部 一部 ○ ○ ○  障 障   ○ 障 ○  障 障 障 

３ ○  ○ ○    ○  ○ 一部   一部  ○ ○ ○  害 害    害 ○  害 害 害 

４ ○  ○ ○              ○  者 者    者 ○  者 者 者 

５ ○  ○ ○              ○  自 自    自 ○  自 自 自 

６ ○  ○ ○              ○  立 立    立 ○  立 立 立 

平
衡
機
能
障
害 

聴
覚
又
は 

２ ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○ 一部 一部 ○ ○ ○ ○ ○ ○  支 支 ○ ○  支 ○  支 支 支 
３ ○  ○ ○    ○  ○ 一部   ○  ○ ○ ○ 

(
 援 援 ○ ○  援 ○  援 援 援 

４ ○  ○ ○              ○ 16 法 法 ○ ○  法 ○  法 法 法 

５ ○  ○ ○              ○ ペ に に    に ○  に に に 

６ ○  ○ ○              ○ ー つ つ ○ ○  つ ○  つ つ つ 
そ
し
ゃ
く 

言
語
・ 

音
声
・ 

３ ○  ○ ○    ○  ○ 一部   ○  ○ ○ ○ ジ い い    い ○  い い い 
４ ○  ○ ○    一部          ○ を て て    て ○  て て て 

肢
体
不
自
由 

１ ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○ 一部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ご       ○     
２ ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○ 一部 一部 ○ ○ 一部 ○ ○ ○ 覧 8 8    8 ○  8 8 8 

３ ○  ○ ○    ○  一部 一部 一部  ○ 一部 一部 ○ ○ く ペ ペ    ペ ○  ペ ペ ペ 

４ ○  ○ ○    一部  一部    一部  一部  ○ だ ー ー    ー ○  ー ー ー 

５ ○  ○ ○              ○ さ ジ ジ    ジ ○  ジ ジ ジ 

６ ○  ○ ○              ○ い を を    を ○  を を を 

内
部
障
害 

１ ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○ 一部 一部 ○ 一部 一部 ○ ○ ○ 

)
 ご ご    ご ○  ご ご ご 

２ ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○ 一部 一部 ○ 一部  ○ ○ ○  覧 覧    覧 ○  覧 覧 覧 

３ ○  ○ ○ 一部   ○  ○ 一部   一部  ○ ○ ○  く く    く ○  く く く 

４ ○  ○ ○              ○  だ だ    だ ○  だ だ だ 

療
育 

Ａ       ○ ○ ○ ○ 一部 一部 ○ ○ 一部 ○ ○ ○  さ さ    さ ○  さ さ さ 
Ｂ         一部 一部 一部 一部  一部  一部 ○ ○  い い    い ○  い い い 

精

神 

１      ○  ○  一部 一部 一部 ○ 一部 一部 一部 一部 ○  

)
 

)
    

)
  ○ 

)
 

)
 

)
 

２      ○  ○  一部 一部 一部  一部 一部 一部 一部 ○         ○    

３      ○    一部 一部 一部  一部 一部  一部 ○         ○    

備

考 

  

発
達
障
害
に
お
悩
み
の
方
。 

医
療
内
容
に
よ
り
給
付
で
き
な
い
も

の
が
あ
る
。
一
部
所
得
制
限
あ
り
。 

所
得
制
限
あ
り 

65
歳
以
上 

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者 

所
得
制
限
あ
り 

お
お
よ
そ
の
目
安
で
あ
り
，
診
断
書
の
内
容

等
に
よ
り
給
付
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。 

所
得
制
限
あ
り 

所
得
制
限
あ
り 

所
得
制
限
あ
り 

所
得
制
限
あ
り 

所
得
制
限
あ
り 

所
得
制
限
あ
り 

 

収
入
の
あ
る
方
の
み
。
保
証
人
が
必
要
。 

         

知
的
障
害
児
・
自
閉
症
児
・
視
覚
障
害
児
の

種
別
が
あ
る
。 

  

お
お
よ
そ
の
目
安
で
あ
り 

原
則
と
し
て
診
断
書
に
よ
る
。 

お
お
よ
そ
の
目
安
で
あ
り 

原
則
と
し
て
診
断
書
に
よ
る
。 

 

お
お
よ
そ
の
目
安
で
あ
り 

原
則
と
し
て
診
断
書
に
よ
る
。 

お
お
よ
そ
の
目
安
で
あ
る 

児
童
の
父
又
は
母
の
障
害
。 

 

 頁 60 63 11 11 11 12 11 12 12 15 14 14 14 14 15 14 15 15 16 17 17 18 18 19 20 21 21 20 20 18 
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事業種別 在 宅 福 祉 サ ー ビ ス 税 金 ・ 公 共 料 金 の 減 免 等 

障

害

種

別 

事

業

名 

重
度
身
体
障
害
者
入
浴
サ
ー
ビ
ス 

重
症
心
身
障
害
児(

者)

通
園
事
業 

障
害
の
あ
る
中
高
生
の
タ
イ
ム
ケ
ア
事
業 

障
害
の
あ
る
児
童
の
サ
マ
ー
ス
テ
イ
事
業 

補
装
具
費
の
支
給 

日
常
生
活
用
具
の
給
付 

福
祉
電
話
の
貸
与 

点
字
ワ
ー
プ
ロ
の
共
同
利
用 

障
害
者
情
報
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
支
援
事
業 

難
聴
児
補
聴
器
購
入
費
助
成
事
業 

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム 

消
防
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
利
用 

京
都
市
Ｗ
ｅ
ｂ
119
の
利
用 

ふ
れ
あ
い
手
帳(

緊
急
通
報
依
頼
カ
ー
ド)

の

交
付 

点
字
入
り
安
心
カ
ー
ド
の
交
付 

大
型
ご
み
収
集
の
申
込
み 

ご
み
処
理
手
数
料
の
免
除 

ご
み
収
集
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

所
得
税
・
住
民
税
の
所
得
控
除 

自
動
車
税
等
の
減
免 

福
祉
乗
車
証 

重
度
障
害
者
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成 

Ｊ
Ｒ
運
賃
の
割
引 

私
鉄
運
賃
の
割
引 

航
空
運
賃
の
割
引 

タ
ク
シ
ー
の
割
引 

民
営
路
線
バ
ス
運
賃
の
割
引 

有
料
道
路
通
行
料
金
の
割
引 

フ
ェ
リ
ー
の
割
引 

等

級 

視 

覚 

障 

害 

１   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○    ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 
２   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○    ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 

３   ○ ○ ○ 一部  ○       ○    ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 

４   ○ ○ ○ 一部  ○       ○    ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 一部 ○ 

５   ○ ○ ○ 一部  ○       ○    ○  △  ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

６   ○ ○ ○ 一部  ○       ○    ○  △  ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

平
衡
機
能
障
害 

聴
覚
又
は 

２   ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
３   ○ ○ ○ ○    

(
  ○ ○ ○  ○ 

(
 

(
 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

４   ○ ○ ○ ○    25  ○ ○ ○  ○ 29 29 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

５   ○ ○ ○ ○    ペ       ペ ペ ○ 一部 △  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

６   ○ ○ ○ ○    ー  ○ ○ ○  ○ ー ー ○  △  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
そ
し
ゃ
く 

言
語
・ 

音
声
・ 

３   ○ ○ ○ ○    ジ  ○ ○ ○  ○ ジ ジ ○ 一部 ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
４   ○ ○ ○ ○    を  ○ ○ ○  ○ を を ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

肢
体
不
自
由 

１ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○  一部 ご ○      ご ご ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
２ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○  一部 覧 ○      覧 覧 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３   ○ ○ ○ 一部    く       く く ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

４   ○ ○ ○ 一部    だ       だ だ ○ ○ 下
肢
・
体
幹 

○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

５   ○ ○ ○ 一部    さ       さ さ ○ ○ △  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

６   ○ ○ ○ 一部    い       い い ○ ○ △  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

内
部
障
害 

１   ○ ○ 一部 一部 ○   

)
 ○      

)
 

)
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２   ○ ○ 一部 一部 ○    ○        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３   ○ ○ 一部 一部             ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

４   ○ ○ 一部 一部             ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

療
育 

Ａ  ◎ ○ ○  ○             ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 
Ｂ   ○ ○               ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

精

神 
１   ○ ○  ○             ○ ○ ○ ○        
２   ○ ○               ○  ○         

３   ○ ○               ○  ○         

備

考 

  

◎
は
重
度
の
肢
体
不
自
由
と
重
度
の
知
的
障
害

が
重
複
し
て
い
る
場
合
。 

職
員
等
に
よ
る
医
療
的
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
方

は
利
用
で
き
な
い
。 

職
員
等
に
よ
る
医
療
的
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
方

は
利
用
で
き
な
い
。 

障
害
状
況
に
よ
り
給
付
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。

所
得
制
限
あ
り 

障
害
状
況
，
世
帯
状
況
に
よ
り
給
付
で
き
な
い
も

の
が
あ
る
。
所
得
制
限
あ
り 

世
帯
状
況
に
よ
り
貸
与
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。

所
得
制
限
あ
り 

 

所
得
制
限
あ
り 

肢
体
不
自
由
は
上
肢
の
み 

所
得
制
限
あ
り 

世
帯
状
況
に
よ
り
貸
与
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。 

         

△
は
５
割
引 

福
祉
乗
車
証
と
の
選
択 

    

一
部
の
会
社
適
用 

   

◎
は
介
護
者
運
転
の
み
。 

者
は
介
護
者
運
転
の
場
合
も
可
。 

Ｊ
Ｒ
運
賃
割
引
に
い
う
第
一
種
身
体
障
害 

 

   

 

頁 21 21 21 21 22 23 25 25 25 25 26 27 27 28 28 28 29 29 31 32 34 36 36 37 38 37 37 38 38 
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事業種別 税金公共料金
等の減免等 社 会 参 加 の 援 助 その他 

障

害

種

別 

事

業

名 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
半
額
減
免 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
全
額
減
免 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
電
話
番
号
の
無
料
案
内 

身
体
障
害
者
自
動
車
運
転
免
許
取
得
費
助
成 

身
体
障
害
者
自
動
車
改
造
費
助
成 

駐
車
禁
止
除
外
標
章
の
交
付 

視
覚
障
害
者
家
庭
生
活
訓
練
事
業 

盲
青
年
等
社
会
生
活
教
室
開
催
事
業 

中
途
失
明
者
歩
行
訓
練
事
業 

聴
覚
言
語
障
害
者
生
活
訓
練
事
業 

難
聴
者
自
立
生
活
訓
練
事
業 

選
挙 

郵
便
投
票 

市
民
し
ん
ぶ
ん
点
字
版
等
の
発
行 

青
い
鳥
は
が
き
の
無
料
配
布 

図
書
の
在
宅
貸
出 

点
字
図
書
・
テ
ー
プ
図
書
の
貸
出 

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用 

身
体
障
害
者
結
婚
相
談
事
業 

身
体
障
害
者
法
律
相
談
事
業 

精
神
障
害
者
法
律
相
談
事
業 

住
宅
改
造
相
談
事
業 

知
的
障
害
者
専
門
相
談
事
業 

精
神
障
害
者
社
会
適
応
訓
練
事
業 

重
度
障
害
者
在
宅
就
労
促
進
事
業 

障
害
者
職
業
能
力
開
発
等
支
援
事
業 

就
労
に
向
け
た
障
害
者
向
け
Ｉ
Ｔ
教
室 

公
営
施
設
の
入
場
料
の
減
免 

 
市
営
住
宅
の
優
先
選
考 

い
き
い
き
ハ
ウ
ジ
ン
グ
リ
フ
ォ
ー
ム 

等

級 

視 

覚 

障 

害 

１ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○ 
２ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

３ ○ ○ ○   ○       ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○  

４ ○ ○ ○   一部       ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○  

５ ○ ○ ○          ○   ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○    

６ ○ ○ ○          ○   ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○    

平
衡
機
能
障
害 

聴
覚
又
は 

２ ○ ○  ○  ○ 
聴覚のみ    ○ ○   ○ ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

３ ○ ○  ○ 

(
 ○     ○    ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○  

４ ○ ○  ○ 42      ○    ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○  

５ ○ ○  一部 ペ            ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○    

６ ○ ○   ー      ○      ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○    
そ
し
ゃ
く 

言
語
・ 

音
声
・ 

３  ○   ジ     ○     ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○  
４  ○   を          ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○  

肢
体
不
自
由 

１ ○ ○ 一部 ○ ご ○      ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○ 
２ ○ ○ 一部 ○ 覧 一部      ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

３  ○  ○ く 一部         ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○  

４  ○  ○ だ 一部         ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○  

５  ○  ○ さ            ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○    

６  ○  ○ い            ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○    

内
部
障
害 

１ ○ ○  ○ 

)
 ○      ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

２ ○ ○  ○  ○        ○ ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

３  ○  ○  ○      ○   ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○  

４  ○  ○           ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○  

療
育 

Ａ ○ ○ ○   ○        ○   ○     ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ 
Ｂ  ○ ○              ○     ○  ○ ○ ○ ○    

精

神 

１ ○ ○ ○   ○           ○   ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○  
２  ○ ○              ○   ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○  

３  ○ ○              ○   ○   ○ ○ ○ ○ ○    

備

考 

 

障
害
の
あ
る
方
が
世
帯
主
の
場
合 

障
害
の
あ
る
方
を
世
帯
構
成
員
に
有
す
る
場
合 

世
帯
構
成
員
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税 

 

上
肢
４
５
６
級
は
制
限
あ
り 

所
得
制
限
あ
り 

      

例
外
あ
り
。
詳
し
く
は

46
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

    

京
都
市
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
等 

         

動
物
園
・
二
条
城
等 

  

移
動
設
備
設
置
の
対
象
者
は
肢
体
不
自
由
一
級
の
一
部
の
み
。 

障
害
状
況
に
よ
り
助
成
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。 

 

頁 39 39 39 42 42 43 45 45 45 45 45 46 46 41 46 47 48 49 49 49 50 50 55 55 55 55 52  53 53 

 

 

 


